
 

TOPICS

市
役
所
の
組
織・フ
ロ
ア
が一部
変
わ
り
ま
し
た

雨
水
利
活
用
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
す

生
活
に
係
る
基
礎
的
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
所
管
す
る
市
民
部
を
設

置
し
ま
し
た
。［
環
境
生
活
部
生

活
経
済
課
、交
流
事
業
課
、保
険

課
、市
民
課
、市
政
セ
ン
タ
ー
、

企
画
政
策
室
市
民
協
働
推
進
課

を
市
民
部
市
民
活
動
推
進
課
に

改
め
６
課
で
構
成
］

③
環
境
と
共
生
す
る
持
続
可
能

な
都
市
の
構
築（
環
境
部
）

　

次
世
代
に
良
好
な
環
境
を

引
き
継
い
で
い
く
た
め
、環
境
政

策
、廃
棄
物
、下
水
道
、緑
化
、公

園
な
ど
を
所
管
す
る
環
境
部
を

設
置
し
、環
境
政
策
を
総
合
的

に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
体
制

整
備
を
図
り
ま
し
た
。［
環
境
生

活
部
環
境
政
策
課
、ご
み
総
合

対
策
課
、ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、

都
市
整
備
部
下
水
道
課
、都
市

整
備
部
緑
化
環
境
セ
ン
タ
ー
を

環
境
部
緑
の
ま
ち
推
進
課
に
改

め
５
課
で
構
成
］

④
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

の
推
進（
健
康
福
祉
部
）

　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、地

域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョン
の
推
進
体

制
を
整
備
す
る
た
め
、地
域
支
援

課
を
設
置
し
ま
し
た
。［
地
域
支

●
組
織
改
正

　

平
成
24
年
４
月
か
ら
、「
次
世

代
に
誇
り
を
持
っ
て
継
承
で
き

る
持
続
可
能
な
都
市
」の
実
現

を
目
指
し「
武
蔵
野
市
第
五
期

長
期
計
画
」が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。長
期
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た

行
政
課
題
を
効
率
的
、効
果
的

に
推
進
し
て
い
く
た
め
、10
月
１

日
か
ら
市
役
所
の
組
織
を
改
め

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。主
な
改
正

点
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

①
総
合
調
整
機
能
の
充
実（
総

合
政
策
部
）

　

企
画
調
整
、秘
書
、広
報
を

所
管
す
る
総
合
政
策
部
を
設
置

し
、各
部
門
が
企
画
立
案
す
る

政
策
を
、長
期
計
画
を
基
軸
に

調
整
、進
行
管
理
を
行
い
、総
合

的
、計
画
的
に
市
政
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。［
企
画
政
策
室
秘
書

課
、広
報
課
を
統
合
し
、企
画
調

整
課
と
2
課
で
構
成
］

②
市
民
に
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
充
実（
市
民
部
）

　

市
民
の
多
様
で
広
範
な
市
民

活
動
の
支
援・推
進
、市
民
相
談
、

産
業
振
興
、交
流
事
業
な
ど
と

と
も
に
、戸
籍
お
よ
び
住
民
記

録
、国
民
健
康
保
険
な
ど
市
民

　
「
武
蔵
野
市
雨
水
の
地
下
へ
の

浸
透
及
び
有
効
利
用
の
推
進
に

関
す
る
条
例
」（
通
称
：
雨
水
利

活
用
条
例
）が
、10
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。

●
条
例
の
目
的

　

雨
水
の
地
下
へ
の
浸
透
と
有
効

利
用
を
推
進
し
、地
下
水
の
涵
養

（
か
ん
よ
う
）に
よ
る
良
好
な
水

循
環
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、下

水
道
の
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
に
よ
る

水
害
や
雨
水（
汚
水
）の
下
流
域

河
川
へ
の
流
出
を
抑
制
し
ま
す
。

●
市・市
民・事
業
者
の
責
務

　

市
は
、目
的
達
成
に
向
け
た

施
策
を
策
定・実
施
す
る
と
と
も

に
、市
民
な
ど
へ
の
情
報
提
供
を

行
い
ま
す
。市
民
お
よ
び
事
業
者

は
、市
の
施
策
へ
の
協
力
に
努
め

る
と
と
も
に
、住
宅
や
事
業
所
の

敷
地
に
、市
の
技
術
指
針
に
適
合

す
る
雨
水
浸
透
施
設
な
ど
を
設

置
す
る
よ
う
協
力
を
い
た
だ
き

ま
す
。

●
新
築・増
改
築
の
際
に

　
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す

　

建
築
物
の
新
築
や
増
改
築
の

際
、「
雨
水
排
水
計
画
」を
事
前

に
市
へ
届
け
出
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。こ
の
計
画
は
、敷
地
内
に

ど
の
く
ら
い
の
雨
水
浸
透
施
設

を
設
置
で
き
る
か
を
事
前
に
調

整
の
う
え
提
出
い
た
だ
く
も
の
で

す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

下
水
道
課 

	

☎
０
４
２
２︲６
０︲１
９
１
４

部　署 変更前 変更後

総務部総務課検査係 東棟3階（管財課） 東棟5階

市民部生活経済課　※ 東棟3階 西棟7階

市民部交流事業課　※ 西棟1階 西棟7階

環境部環境政策課 西棟7階 西棟2階

環境部ごみ総合対策課 西棟2階 クリーンセンター2階

環境部下水道課 南棟4階 西棟2階

環境部緑のまち推進課 西棟7階 西棟2階

健康福祉部地域支援課
☎ 0422-60-1941
FAX 0422-51-9218

新設 南棟1階

選挙管理委員会事務局 東棟6階 西棟2階

監査委員事務局　※ 南棟3階 東棟6階

※印の部署は、10月9日から変更します
問企画調整課☎0422-60-1801、総務課☎60-1807

援
課
は
、地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
推
進
、福
祉
人
材
の
育

成
に
加
え
、生
活
福
祉
課
が
所

管
し
て
い
た
民
生
委
員
に
関
す

る
こ
と
な
ど
を
所
管
］

●
市
役
所
本
庁
舎
内
の

　
フ
ロ
ア
構
成
を
一
部
変
更

　

組
織
改
正
な
ど
に
伴
い
、本
庁

舎
内
の
フ
ロ
ア
構
成
を
次
の
よ
う

に
変
更
し
ま
し
た
。
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